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１. 優先的検討規程の策定要請と基準の改定

【平成27年12月17日 内閣府・総務省通知】 多様なPPP/PFI手法の拡大が必要

人口20万人以上の地方自治体は、「多様なPPP/PFI手法

導入を優先的に検討するための指針（内閣府）」を踏まえ、
平成28年度末までに優先的検討規程を策定すること

要請

【策定の手引（H28.3内閣府）／地域の実情を踏まえ、次の項目が必要】
① 対象事業を明確に定めること
② ①の事業について、PPP/PFI手法の導入を優先的に検討すること を明記
③ 客観的な基準によりPPP/PFI手法導入の適否を評価すること
④ 評価の結果、PPP/PFI手法導入に適しないとした場合は、その評価内容を

公表すること

平成18年度に策定した「長野市PFI導入基準」 を全部改正

平成29年4月1日から適用
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２. 優先的検討の対象となる公共施設整備事業

【対象】

◆建築物、プラントの整備等
◆利用料金の徴収を行う公共施設整備事業 のうち

【対象外】

○ 災害復旧事業等、緊急に実施する必要がある公共施設整備事業
○ 民間の創意工夫の余地が限定的と考えられる道路、河川等の土木インフラ

整備事業等（有料道路等を除く）

【現行基準】
20億円超

かつ

概ね１億円超

なお、他自治体で実績のある事業や公の施設の管理については、事業費が

上記金額を下回っても、ＰＰＰ／ＰＦＩ手法の活用について検討を行うことができ
るものとする。

○事業費の総額が 10億円以上

又は

○維持管理・運営費等が単年度で１億円以上

対象

事業化にあたり、PPP/PFI手法の導入を優先的に検討すること
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３. PFI事業全体の流れ

◆特定事業の選定

事業の提案

実施方針の策定及び公表

特定事業の評価・選定、公表

民間事業者の募集、評価・選定、公表

事業契約等の契約等

事業の実施

１
～
２
年 （民間事業者からの提案を含む）

・事業の提案
・簡易な検討（庁内での検討）
・詳細な検討（コンサル等）

・実施方針の策定
・実施方針の公表・説明会等

・特定事業の評価
・要求水準の公表・説明会等

◆民間事業者の募集及び選定等

１
～
２
年

◆PFI事業の実施

・公募、説明会等
・民間事業者選定、公表

・仮契約、本契約※議決
・事業契約等の公表

事業の終了

契
約
期
間

・事業の実施、監視（モニタリング）
・監視結果の公表

・土地等の明渡し等、事業契約等
で定めた措置

改正案で定める手続き

委託費
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公共施設マネジメント推進課

４． 推進体制と検討プロセスの概要

公共施設マネジ
メント推進課

財政課

◆推進体制

プロジェクト
チーム

事業担当課

必要に応じて
プロジェクトチーム

（関連部局）

【現行基準】

◆検討プロセスの概要

事業担当課 民間事業者協議 提案

対象となりうる事業の検討を開始 PFI法第６条第１項

プロジェクトチーム設置

① PPP/PFI手法導入の検討の開始

※PFI法第６条第２項
検討を加え、遅滞なく回答

対象外

検討対象外

（関連部局）

対象

建築課、契約課ほか
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事業担当課

さいたま市の事前協議制度を参考に
構想段階から事業を把握する仕組みも検討



② 適切なPPP/PFI手法の選択

③ 簡易な検討

④ 詳細な検討

⑤ PPP/PFI手法を導入

有利 不利
PPP/PFI不採用

左記以外

有利 不利
PPP/PFI不採用

公表

公表

事業実績に照らし、
採用手法の導入が
適切である場合

※優先的検討の具体的な運用については、改めて通知 （国が手引き策定中）

※国作成の計算表

※コンサル等へ委託

４ -2. （つづき）

政策会議・部長会議、会派説明

導入可能性調査費用の予算措置

※導入決定後の運用については、今後、ガイドラインを策定予定

民間事業者
から提案が
あった場合

③を省略して
④を実施可能
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５． 国の動向 ＜参考＞ ※内閣府 H29.2.7セミナー資料より 7



５ -2. （つづき） ※内閣府 H29.2.7セミナー資料より 8


